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１ 市施設（屋内・屋外）の貸館等の休止について 

感染拡大の防止を図るため、市施設（屋内・屋外）の貸館等については、３

月２８日から４月３０日までの間、臨時休館とする。なお、臨時休館の期間に

ついては、今後の状況をみてその都度決定する。 


